
   ２  基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれに要する資金とし、財産目録中基本財産

の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。 

３  運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び

将来運用財産に編入された財産とする。 

４ 収益事業用財産は、この法人の収益を目的とする事業に必要な財産とし、財産目録中収益事業用財産の部に記

載する財産及び将来収益事業用財産に編入された財産とする。  

５  寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産又は運用財産に編入する。 

  （基本財産の処分の制限） 

  第29条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、

理事会において理事総数の３分の２以上の議決を得て、その一部に限り処分することができる。 

   （積立金の保管） 

  第30条 基本財産及び運用財産の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は確実な銀行

に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が保管する。 

  （経費の支弁） 

  第31条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果

実、授業料収入、入園料収入、検定料収入その他の収入をもって支弁する。 

  （会 計） 

  第32条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。 

２ この法人の会計は、学校の経営に関する会計（以下「 学校会計」という。）及び収益事業に関する会計（以

下「収益事業会計」という。）に区分するものとする。 

   （予算及び事業計画） 

  第33条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において出席した理事総数の

３分の２以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 

   （予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄） 

  第34条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会

において出席した理事総数の３分の２以上の議決がなければならない。借入金（当該会計年度内の収入をもっ

て償還する一時の借入金を除く。）についても、同様とする。 

 （決算及び実績の報告） 

 第35条 この法人の決算は、毎会計年度終了後２月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。 

２ 理事長は、毎会計年度終了後２月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければ

ならない。 

３ 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなければならない。 

 （財産目録等の備付及び閲覧） 

  第36条 この法人は、毎会計年度終了後２月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成しなけれ

ばならない。 

２ この法人は、前項の書類及び第１６条第３号の監査報告書を事務所に備えて置き、この法人の設置する私立学

校に在学する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧

に供しなければならない。 

   （資産総額の変更登記） 

  第37条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後２月以内に登記しなければならな

い。 

   （会計年度） 

  第38条 この法人の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終るものとする。 

 
 

 

第６章 解散及び合併 

   （解 散） 

  第39条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。 

（１） 理事会における理事総数の３分の２以上の議決及び評議員会の議決 

（２） この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理事の3分の 

２以上の議決 

（３）合 併 

（４）破 産 

（５）滋賀県知事の解散命令 

２ 前項第１号に掲げる事由による解散にあっては滋賀県知事の認可を、同項第２号に掲げる事由による解散にあ

っては滋賀県知事の認定を受けなければならない。 




